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提案理由  

 この議案を提出したのは、藤沢市立学校教職員の働き方改革基本方針について、

現方針の取組期間の満了に伴い、改定を行う必要による。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

藤沢市立学校教職員の働き方改革基本方針の改定について  

 

 藤沢市立学校教職員の働き方改革については、「教職員が心身ともに健康を

維持し、元気でいきいきと働けること」の実現に向けて、平成３１年３月に基

本方針を策定しました。この方針において、教職員の長時間勤務の是正を図る

とともに、教職員が児童生徒と向き合う時間の確保や、学習をはじめとした学

校生活の充実を図ることを目的に、これまでスクールロイヤーの導入やＩＣＴ

の活用などさまざまな取組を実施しています。  

 この基本方針の取組期間が令和４年度までとなっていることから、基本方針

の改定を行うものです。改定にあたっては、藤沢市立学校教職員の働き方改革

推進委員会において協議を行いました。 

 

１ 主な改定内容 

（１）数値目標の設定 

教職員の業務量の管理及び児童生徒と向き合う時間の確保に関する数値

目標を設定します。 

（２）国・県の働き方改革との整合 

国や県の動向をふまえ、部活動の地域移行等の取組項目を設定します。  

（３）社会情勢を踏まえた新たな取組項目の設定 

新型コロナウイルスの感染拡大による影響を契機とする学校行事の見直

しやＩＣＴの活用等の新規・拡充の取組を設定します。 

 

その他、現基本方針の取組項目のうち、継続課題となっている項目につ

いては、引き続き取組を継続します。 

 

２ 今後の予定 

令和５年２月 市立小・中・特別支援学校へ周知  

市議会へ情報提供  

        

以 上  

２０２３年２月 教育委員会定例会  
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Ⅰ はじめに 

近年、社会の急激な変化の中で、学校が抱える課題はより複雑化、困難化して

います。次代を支える子どもたちへの教育を進めていくためには、社会状況に応

じた学校教育の改善・充実が必要となっています。 

こうした状況を踏まえ、文部科学省では、平成 28年度に小中学校 400校の

フルタイム勤務職員を対象に、教員の 1 日、1 週間当たりの学内勤務時間、持

ち帰り業務時間等の勤務実態調査を実施しました。その結果、小学校では

33.5％、中学校では 57.6％の教員が週 60 時間以上勤務していることがわか

り、看過できない勤務実態が浮き彫りとなりました。 

これを受けて、平成 29年 12月 22日に中央教育審議会において、「新しい

時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校におけ

る働き方改革に関する総合的な方策について（中間まとめ）」がまとめられ、同

月２６日付で文部科学省から「学校における働き方改革に関する緊急対策につ

いて」が通知されました。さらに、平成３１年 1 月 2５日には、中央教育審議

会において最終的な答申がまとめられ、文部科学省では改革の具体化を進めて

います。 

本市におきましても、平成 28 年 5 月にまとめた「教員の勤務実態調査報告

書」の中で、市立学校教職員の長時間勤務、高多忙感など、厳しい勤務実態が明

らかとなりました。 

 本市の学校教育の目標である「未来を生きる子どもたちのために」を推進する

ためには、まず、「教職員のえがおあふれる環境整備」が必要不可欠であり、真

に豊かでゆとりある生活の実現（＝ワーク・ライフ・バランスの実現）が大切と

なります。子どもたちの豊かな学びや健やかな成長のためには、教職員自身が元

気でいきいきと働けることが重要となります。 

 このような中で、教職員の総勤務時間の縮減と業務改善に向けた「働き方改革」

を推進するため、平成３１年３月に「藤沢市立学校教職員の働き方改革基本方針」

を策定しました。 

 本基本方針の具体的な取組であるスクールロイヤーの配置や部活動休養日の

設定等の取組を実施する一方で、新型コロナウイルス感染症への対応や新たな

業務による教職員の負担感が拭えないことから、教職員の負担軽減に努めると

ともに、長時間勤務の是正を図るためにも、引き続き取組を進めていく必要があ

ります。 

 このような学校を取り巻く環境や、この基本方針の取組期間である４年間の

取組内容を踏まえて、基本方針の改定を行います。 

  2023年 2月  藤沢市立学校 教職員の働き方改革検討委員会 



 

 

 

                       

４ 

 

Ⅱ 基本的な考え方 

 「藤沢市立学校 教職員の働き方改革の基本方針」においては、藤沢市の学校

教育の目指すものとして掲げている、「未来を生きる子どもたちのために」の実

現に向けて、次の項目を基本的な考え方として働き方改革を推進していきます。 

＜藤沢市の学校教育の目指すもの＞ 

 

「未来を生きる子どもたちのために」 

～児童生徒、教職員をはじめ、学校にかかわるすべての人が笑顔になる取組～ 

 

＜働き方改革の推進の考え方＞ 

 働き方改革については、単に教職員の長時間労働についての是正だけでなく、

この取組によって、教職員が児童生徒と向き合う時間の確保や質の向上、学習を

はじめとした学校生活の充実を図ることができるように取り組んでいくもので

す 。 

 

 ＜教職員の働き方改革における取組の目標＞ 

「教職員が心身ともに健康を維持し、 

元気でいきいきと働けること」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組 
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Ⅲ 国の取組状況 

1.教員勤務実態調査の実施 

平成 28～29 年度に小学校 400 校、中学校 400 校のフルタイム勤務職員

を対象に、教員の 1 日、1 週間当たりの学内勤務時間、持ち帰り業務時間等の

勤務実態調査を実施しました。その結果、小学校では 33.5％、中学校では

57.6％の教員が週 60 時間以上勤務していることがわかり、看過できない勤務

実態が浮き彫りとなりました。 

 

2.学校における働き方改革に係る取組 

教員勤務実態調査から、教員の長時間勤務の実態が看過できない状況であり、

授業改善をはじめとする教育の質の確保・向上や日々の生活の質や教職人生を

豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子どもたちに対して効果的な

教育活動を行うという観点からも、「学校における働き方改革」を早急に進めて

いく必要があるとして、平成 29 年８月 29 日に中央教育審議会「学校におけ

る働き方改革特別部会」において、「学校における働き方改革に係る緊急提言」

がまとめられました。 

その後、平成29年12月22日に中央教育審議会において「新しい時代の教

育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方

改革に関する総合的な方策について（中間まとめ）」がまとめられました。こ

の「中間まとめ」において示された具体的な方策を踏まえ、文部科学省が実施

する内容として「学校における働き方改革に関する緊急対策」がまとめられま

した。 

さらに、平成 30 年 2 月、各都道府県及び政令指定都市教育委員会教育長に

対し、必要な取組を徹底するよう、「学校における働き方改革に関する緊急対策

の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底につ

いて」が通知されています。 

そして、平成３１年 1 月 2５日に中央教育審議会において、大幅な業務削減

策を盛り込んだ最終的な答申がまとめられ、文部科学省では、学校における働き

方改革推進本部を設置し、改革の具体化に向けた取組が行われています。 

 

平成 30 年 3 月、スポーツ庁では、生徒にとって望ましいスポーツ環境を構

築するという視点で、「運動部活動のあり方に関する総合的なガイドライン」を

策定しました。その中で教員の運動部活動への関わりについては、「学校におけ

る働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時

間管理等に係る取組の徹底について」を踏まえ、対応することとされており、適
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切な活動時間や休養日の明確な基準の設定などが求められました。 

また、文化部についても、運動部活動のガイドラインを踏まえ、平成 30 年

12月に文化庁が「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を作成

しました。 

さらに、令和２年 9 月の学校における働き方改革推進本部の会合では、これ

まで学校の管理下にあった休日の部活動に関する業務を地域に移す方針を示し、

令和５年度から休日の部活動を段階的に地域移行するとしています。 

その後、令和４年６月には運動部活動の地域移行に関する検討会議において、

同年８月には文化部活動の地域移行に関する検討会議において「提言」が取りま

とめられ、休日の部活動の地域移行を令和７年度末までに概ね達成するという

目標時期や具体的な方策が示されました。 

 

平成 31年 1月 25日、中央教育審議会において、「新しい時代の教育に向け

た持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関

する総合的な方策について」の答申がなされました。 

その中では、部活動指導なども含めた在校時間を「勤務時間」と捉え、時間外

勤務については、「月４５時間、年３６０時間」を上限とする数値目標が示され

ていることや、多忙な時期には勤務時間を延ばす代わりに、夏休みなどに休みを

増やす「変形労働時間制」の導入、登下校の見守りや部活動指導、校内清掃指導

などの業務について地域や保護者、自治体との役割分担や連携を求めるなど、教

員が授業を改善するための時間や児童生徒に接する時間を確保できる勤務環境

を整え、子どもたちに効果的な教育活動を行うことを目指したものとなってい

ます。 

 これを受けて、文部科学省では同日付で答申を踏まえ、「公立学校の教師の勤

務時間の上限に関するガイドライン」を制定するとともに、学校における働き方

改革を推進し、その実効性を高めるため、文部科学大臣を本部長とする「学校に

おける働き方改革推進本部」を設置し、学校における働き方改革を推進するとし

ました。 

 この推進本部における具体的な働き方改革の今後の方向性としては、ＩＣＴ

の利活用や客観的な勤務時間管理の取組の促進、働き方改革に関する事例の横

展開などが示されています。 
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Ⅳ 県の取組状況 

1.教員勤務実態調査の実施 

神奈川県教育委員会では、教員の働き方改革を進めるためには、教員の勤務時

間の実態把握が必要であることから、平成 29 年度に県立学校及び県所管の市

町村立学校教員の勤務実態調査を実施しました。その結果、過労死ラインを超え

る長時間勤務の教諭・総括教諭は小学校35.7％、中学校72.7％、高校30.3％、

特別支援学校 4.9％、副校長・教頭は小学校 63.4％、中学校 70.0％、高校

67.3%、特別支援学校 66.7％など、教員の長時間勤務の深刻な実態が明らか

となりました。 

 

2.教員の働き方改革に係る取組 

（１）「県立学校教員の働き方改革にかかる懇話会」の設置 

県立学校勤務実態調査の結果を踏まえ、外部有識者等に教員の働き方改革に

関する県教育委員会の課題や取組について意見を求めるため、平成 29 年度に

県立学校教員の働き方改革にかかる懇話会を設置し、県立学校教員の働き方改

革に関する意見を平成 30年 1月にとりまとめました。 

 

（２）神奈川の教員の働き方改革に関する当面の方策について 

県立学校勤務実態調査の結果を踏まえた懇話会の意見や市町村立学校勤務実

態調査の結果、さらに国の動向等を踏まえ、教員の働き方改革を通じて、教員が

子どもたちに向きあえる環境を整えていくために、「できることから、速やかに」

の考えの下、平成 30 年 3 月に平成 30 年度における取組や今後の教員の働き

方改革に関する取組体制等に関して、当面の方策についてのとりまとめを行い

ました。 

 

（３）神奈川の部活動の在り方に関する方針 

 県及び県教育委員会では、スポーツ庁が平成 30 年３月に「運動部活動の在 

り方に関する総合的なガイドライン」を策定したことを受けて、「神奈川県の部

活動の在り方に関する方針」を平成３０年４月に策定し、また、文化庁が平成 

30年 12月に「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定し

たことを受けて、平成３1年３月に本方針を改定しました。 

 

（４）神奈川の教員の働き方改革検討協議会について 

県立学校教員及び県所管の市町村立学校教員の働き方改革に関する対策を進

めるために、平成 30 年 4 月に協議会を設置し、さらにその下に「県立学校部
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会」、「市町村立学校部会」を設置し、協議会での意見等を深く掘り下げて議論し

ています。 

また、平成 30年１１月には現段階までの議論を整理し、協議会においてさら

に検討すべき方向性を示した「中間まとめ」を作成し、平成３１年３月に、協議

会での意見をとりまとめた「最終まとめ」を作成しました。 

神奈川県教育委員会では、神奈川の教員の働き方改革検討協議会からの意見

や国の動向を踏まえ、「神奈川の教員の働き方改革に関する指針」を、令和元年

10月に策定し、令和 2年４月に改訂しました。 

 

県教育委員会は、この指針に基づき、教員の長時間勤務の改善に早急に取り組

み、神奈川の教育の質の一層の向上を図っています。 

この指針は、教員の働き方改革の実現に向けた基本的な考え方や取組の方向

性を示したもので、概ね 5 年程度を対象期間とするとともに、国等における新

たな動きや、目標の達成状況の検証を踏まえ、必要な取組の追加、変更、見直し

を行うこととしています。 
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Ⅴ 藤沢市の教員の勤務実態 

１．勤務実態調査について 

 藤沢市では、教員が児童生徒と接する時間の確保や、教員の多忙感軽減の方策

を検討する上での基礎資料とするため、教員の勤務状況や多忙感についてのア

ンケートを実施しました。    

 

（1）調査概要 

・平成 27年 10月に調査 

・小・中・特別支援学校 55校のフルタイム勤務職員を対象 

 （小学校教員 962人、中学校教員 551人、特別支援学校教員 72人が回答）  

回答率：97％ 

・出退勤時間、休憩時間取得状況、勤務時間外の従事等を調査 

 

（2）主な結果について 

（ア）平日の勤務時間外の従事時間について 

小学校の約３割、中学校の約５割、特別支援学校の約２割の職員が月６０時間

を超える残業を行っている。 

 

（イ）勤務を要しない日（土曜、日曜、祝日）の月平均の出勤日数について 

特に中学校では 6割近い職員が月平均４日以上出勤している。 

 

（ウ）休憩時間の取得状況について 

小・中・特別支援学校の 7割の職員が「ほぼとれていない」「まったくとれて

いない」と答えている。 

 

（エ）多忙感が高い業務について 

・「文書の処理・整理・保存」「保護者対応」（教頭） 

・「通知表・指導要録の作成」「テスト等の採点、成績処理」（総括教諭・教諭） 

があげられる。 
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２．超過勤務時間の状況について 

 コロナ禍の対応状況も踏まえた時間外勤務の事態把握を行うとともに、各学

校における時間外勤務を削減する取組についての情報収集や教員が児童生徒と

向き合う時間が確保できているかなどについてアンケートを実施しました。 

 

（1）結果概要 

・令和４年８月～９月に調査 

・小・中・特別支援学校 55校のフルタイム勤務職員を対象 

 （小学校教員 482 人、中学校教員 348 人、特別支援学校教員 50人、所属

未回答 663人）  回答率：81.6％ 

・時間外勤務の主な業務内容、1ヶ月当たりの時間外勤務時間、時間外勤務を行

わない（減らす）ための工夫等を調査 

 

（2）主な結果について 

（ア）時間外勤務の状況について 

・95％が時間外勤務を行っている。（日常的に 77％、時期によって 18％）。 

 

（イ）時間外勤務が生じる理由の主な業務内容について 

 ・主な業務として、授業準備 74％、学校全体に関わる事務 68％、採点など

の成績関係 63％、学級・学年事務 58％、会議打合せ等 45％、保護者対応

44％、児童生徒指導対応 34％、部活動指導 25％、その他 PTAや地域の行

事等が行われている。 

 

（ウ）１ヶ月当たりの時間外勤務時間について 

・時間外勤務 30時間以下が 25％、30時間超 45時間以下が 30％、45時

間超 80時間以下が 31％、80時間超が 14％となっている。 

 

（エ）時間外勤務を行わない（減らす）ための工夫について 

  （学校・学年等で取り組んでいること） 

・主な取組として、定時退勤日の設定、ＩＣＴの利活用、行事の精選、会議の

簡素化、スクールサポートスタッフの活用等があげられている。 

 

（オ）児童生徒と向き合う時間が確保できているかについて 

・現状で、児童生徒と向き合う時間が確保できていると感じる（やや感じるを

含む）との回答は 41％。  
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Ⅵ 藤沢市の学校を取り巻く環境の変化 

 特別支援学級に在籍する子どもや日本語の指導が必要な子どもなど、特別な

支援が必要な子どもの数は年々増加し、それに伴って指導にあたる必要な教員

数も増加しています。あわせて、不登校、いじめに対する対応など、学校が抱え

る課題は、複雑化・多様化しています。教育以外の専門性が求められるような事

案も増加するなど、対応が困難なケースも多くあり、質的・量的にも教員の負担

が増加しています。 

 

１．特別支援学級在籍数の推移 

 

 

２．白浜養護学校在籍数の推移 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450 人

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 

417

0 

224 

145 

105 

人 



 

 

 

                       

１２ 

 

３．通級指導教室人数の推移 

 

 
 

４．いじめ認知件数の推移 

 

（「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」より） 
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５．不登校児童生徒数の推移 

 

（「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」より） 

 

 

６．学校教育相談センターにおける相談件数の推移 
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７．スクールカウンセラーによる相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※神奈川県が派遣しているスクールカウンセラーの相談件数を除く。 
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Ⅶ 教職員の働き方改革に向けて 

 教職員の働き方改革の推進にあたっては、「教職員」「学校」「教育委員会」が

働き方改革の必要性や目的を共有した上で、それぞれがどのように取り組んで

いくべきかを十分に理解することが大切です。 

 「教職員」については、教職員一人ひとりが働き方改革の必要性を理解し、自

らの働き方について考え、そして実践していくことが大切となります。「学校」

については、学校長のマネージメントのもとに、教職員が着実に働き方改革を実

践できるよう、教職員の意識啓発を図るとともに、教職員が働きやすい職場環境

づくりに組織として取り組んでいくことが大切となります。「教育委員会」につ

いては、教職員の働き方改革が迅速かつ着実に実行できるよう、学校と連携して

よりよい環境整備が図れるよう、取り組んでいくことが大切となります。 

 そして、この取組を進めるにあたっては、３者が一体となって取り組んでいく

必要があります。 

 

＜教職員・学校・教育委員会の役割＞ 
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Ⅷ 取組目標 

（１） 所定の勤務時間以外の勤務時間について、１ヶ月あたり 45時間、１年

あたり 360時間を超えないようにします。（特別な場合を除く） 

 

（２）児童生徒と向き合う時間が確保できていると感じる教職員の割合を改善

します。（令和９年度までに概ね 8０％をめざします） 

 

Ⅸ 具体的な取組 

 教職員の働き方改革については、「教職員自身ができること」「学校ができるこ

と」「教育委員会ができること」をそれぞれが着実に実行し、計画的に進めてい

きます。 

＜取組の柱＞ 

 

 

（１）児童支援担当教諭の配置、SC・SSW 等による支援【継続】 

（２）スクールロイヤーの配置【継続】 

（３）学校事務職員の校務運営への関わり【継続】 

（４）地域からの学校活動への協力【拡充】 

（５）業務アシスタントの配置の検討【継続】 

 

 

（１） ICT化の促進・利便性の向上による業務改善【拡充】 

（校務支援システム、学校グループウェア等） 

（２）文書事務・調査依頼等の精選、改善【継続】 

（３）市主催事業等に対するあり方の検討【継続】 

 

 

（１）長期休業中の「学校業務停止期間」の設定【継続】 

（２）定時退勤日等の設定【継続】 

（３）時間外での音声ガイダンスによる電話対応【継続】 

（４）学校徴収金の徴収・管理の見直し【継続】 

（５）新型コロナウイルスの感染拡大による影響を契機とする学校行事等の見直し 

【新規】 

 

1.人的支援・人材活用 

2. 業務改善による効率化 

3. 業務の適正化 
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（１）働き方改革に向けた管理職のマネージメント強化【継続】 

（２）勤務時間の把握（セルフマネジメント）【継続】 

（３）ストレスチェックによるラインケアの充実【継続】 

（４）働き方改革の意識啓発・研修等の実施【継続】 

 

 

（１）部活動の地域移行【新規】（※１） 

（２）部活動休養日の設定【継続】 

（３）部活動指導員制度の実施【継続】 

（４）教職員が担う業務等の精選・見直し【継続】 

注：（※１）については、「（仮称）部活動地域移行推進協議会」において、検討していきま

す。 

 

1. 人的支援・人材活用 

 各学校における欠員や年度途中での産休育休代替等の教員不足が生じた場合、

早急に解消されるよう継続して努めていきます。また、教職員以外の専門的なス

タッフ等の配置により、児童生徒への支援の充実とともに教員本来の業務に専

念できるよう、「チーム学校」として組織力の強化を図ります。  

 

（１）児童支援担当教諭の配置、SC・SSW等による支援【継続】 

【現状】 

 ともに学びともに育つ学校教育を目指した、「支援教育」の実現に向けて、

児童支援担当教諭やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、新

入生サポート講師、介助員などの人的支援により、一人ひとりの教育的ニーズ

に応じた支援、指導を行っています。 

 

【今後の方向性】 

引き続き、「支援教育」の充実に向けて、児童生徒の学校生活や教育的ニー

ズにきめ細かに対応するとともに、教職員の負担を軽減するため、人的支援に

ついて取り組んでいきます。 

 

 

 

4. 教職員の意識改革 

５. 国の動向をふまえた取組 
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【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

（２）スクールロイヤーの配置【継続】 

【現状】 

 教育活動中の事故や学校だけでは解決が困難な保護者対応をきっかけとした

案件において、法的な解決を求められるケースの対応などについてスクールロ

イヤーを令和２年１１月から藤沢市教育委員会に 1名配置し、法的観点から中

立的立場で学校現場に指導・助言を行っています。 

 

【今後の方向性】 

学校が抱える諸問題を法的に解決するため、学校がスクールロイヤーを幅広

く有効的に利用できるよう制度を継続していきます。また、スクールロイヤー

による研修や講座など、さまざまな活用方法についてもあわせて検討します。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

（３）学校事務職員の校務運営への関わり【継続】 

【現状】 

 学校事務職員は、予算・決算等の会計管理、施設・設備及び教材・物品の管理

や給与・旅費の管理・支給事務など、総務、財務等に関する事務全般を行ってい

ますが、より広い視点に立って、教頭とともに校長を学校経営の面から補佐する

学校運営チームの一員として、役割を果たすことが期待されています。 

 

【今後の方向性】 

事務処理の効率化を図り、学校業務の改善や事務職員の積極的な学校運営へ

の支援・参画の拡大が図れるよう、学校事務職員の職務や、事務連携、研修体

実施（継続） 

実施（継続） 
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制のあり方について引き続き検討します。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

（４）地域からの学校活動への協力【拡充】 

【現状】 

 本市では、地域社会全体で子どもたちの健やかな成長を支援していくことを目

的に、中学校の学区を基本として市内を１５の地区に分け、「学校」「家庭」「地

域」が連携した、地域協力者会議、通称「三者連携事業」を実施しています。 

 この活動の中で、家庭科の授業でのミシン操作の補助や総合学習における職

業経験談など、教育活動をサポートする取組も行っています。また、おやじの会

による学校行事（例えば運動会）における校内パトロール活動やおはようボラン

ティアのみなさんによる児童の通学の見守り活動、藤沢市書道協会による書道

の授業補助など、さまざまな協力があります。 

 また、学校運営協議会について、令和３年度は２校、令和４年度は１３校に設

置し、地域と連携した学校運営について取り組んでいます。 

 

【今後の方向性】 

学校と地域との連携、協力による効果的な体制として学校運営協議会を順次

市内の小・中・特別支援学校全５５校に設置します。これにより、教育支援や

校外体験活動、子どもの見守りなど学校ごとの課題解決に向けた様々な取組を

推進します。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

 

検討・試行・実施 

実施（拡充） 
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（５）業務アシスタントの配置の検討【継続】 

【現状】 

 教職員における日常業務の中で、コピーや電話対応などの雑務に時間を割か

れています。このため、効率的な業務執行に支障をきたしており、長時間勤務

の要因にもなっています。これらの対応として、令和２年度から神奈川県教育

委員会では教員業務支援員を配置しています。 

 

【今後の方向性】 

教頭、教員の負担を軽減し、効率的に業務を行うことを目的に、補助的な事

務処理を行う教員業務支援員のさらなる配置と業務運用の拡充に向けて引き続

き関係機関に働きかけます。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

2. 業務改善による効率化 

 ICT 等を活用した業務改善や文書事務・調査依頼等の事務改善を行い、

業務の効率化を図ります。 

 

（１）ICT化の促進・利便性の向上による業務改善（校務支援システム、学校グ

ループウェア等）【拡充】 

【現状】 

 学校におけるＩＣＴ化の状況について、小・中学校においては、校務支援シ

ステムの導入が完了し、全教員に校務用パソコンを配付しています。 

 また、平成 30年度に学校グループウェアを導入し、学校における情報共有

と事務処理の効率化を図っています。 

さらに、ＩＣＴ支援員の配置により、児童生徒がより理解しやすい効果的な

授業を展開できるようサポートするほか、ＩＣＴ関連の設定作業等を行うなど

教員の様々な業務をサポートしています。 

 

 

実施（継続） 
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【今後の方向性】 

学校グループウェアについて、メール機能以外にもスケジュール機能、掲示

板機能等の活用を進め、さらに効果的に情報共有が図れるように取り組みま

す。 

あわせて ICTを活用したさらなる事務処理の効率化についても検討し、授業

等における効果的なＩＣＴの活用についても先進的な事例を共有していきま

す。 

また、ＩＣＴを活用した学習環境の充実を図るほか、ＩＣＴ関連の様々なサ

ポートを行うため、ＩＣＴ支援員の配置を継続します。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

（２）文書事務・調査依頼等の精選、改善【継続】 

【現状】 

 本市における勤務実態調査の結果では、校務における「文書の処理・整理・

保存」は負担感が大きい業務となっており、実態に即したルールの見直しを行

っています。 

 

【今後の方向性】 

教育委員会内及び庁内で実施している調査依頼等について、適宜、調査の必

要性の再検討や頻度、時期等を整理し、可能な限り、学校への負担を軽減する

方向で調査依頼等の精選、改善を実施します。また、学校における文書管理の

方法についても必要に応じて見直しを行います。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

実施（継続） 

検討・実施・（拡充） 



 

 

 

                       

２２ 

 

（３）市主催事業等に対するあり方の検討【継続】 

【現状】 

 これまで学校は市主催等の事業について、教育的意義や地域とのつながりな

ど、さまざまな意義をもって参加してきました。地域や PTAの行事や会議

は、学校と保護者や地域との信頼関係を構築する上で重要な機会ですが、休日

や夜間に開催されることも多くあり、校長、教頭等の負担となっています。こ

れまで、ポスターコンクールの審査については教員が審査業務を行わないこと

とするなどの取組を行いました。 

 

【今後の方向性】 

市主催事業等の参加にあたっては、引き続き、事業参加の意義や必要性につ

いて検証し、関係機関と調整を図る中で、特に勤務時間外において 学校が参

加すること等（部活動含む）について検証し、見直しや代替手法等について検

討します。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

３．業務の適正化 

 学校や教職員の担うべき業務の適正化を行い、負担軽減を図ります。 

 

（１）長期休業中の「学校業務停止期間」の設定【継続】 

【現状】 

 夏季休業中の休暇促進ならびに教職員の健康増進を図ることを目的に 8月

11日から 8月 15日までの５日間を「学校業務停止期間」とし、原則、すべ

ての学校業務を停止し、部活動を含むすべての教育活動を行わない取組を実施

しています。また、令和３年度は、１２月２８日と１月４日も学校業務停止期

間として試行実施し、令和４年度から本格実施しました。 

 

【今後の方向性】 

引き続き、全ての教職員が夏季休暇や年次休暇を取得しやすい環境を整え、

検証・見直し・実施 



 

 

 

                       

２３ 

 

心身のリフレッシュを図るために、夏季休業中及び冬季休業中に学校業務停止

期間の設定を実施していきます。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

（２）定時退勤日等の設定【継続】 

【現状】 

 総勤務時間の縮減を図るとともに、教職員一人ひとりがワーク・ライフ・バ

ランスを意識した働き方を実現するため、月に２回、定時に退勤する「定時退

勤日」を設定する取組を行っています。 

 

【今後の方向性】 

引き続き、全校において定時退勤日の設定を行います。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

（３）時間外での音声ガイダンスによる電話対応【継続】 

【現状】 

 学校における電話対応は、学校に教職員がいる限り、閉校時間後も対応して

いました。授業準備等の時間を確保するとともに、勤務時間を意識した働き方

改革を進める上でも一定の時間で業務の区切りをつける必要があります。そこ

で、各学校の電話に音声ガイダンス機能を設置し、平日の午後５時以降、土曜

日・日曜日・祝日及び学校業務停止期間は音声メッセージによる対応としてい

ます。 

 

 

実施（継続） 

実施（継続） 



 

 

 

                       

２４ 

 

【今後の方向性】 

引き続き、各校の電話については、緊急時の連絡体制を確保した上で、音声

ガイダンス機能を活用します。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

（４）学校徴収金の徴収・管理の見直し【継続】 

【現状】 

 学校における学校徴収金の徴収業務については、小学校における給食費の公

会計化により、一定の改善が図られましたが、教材費等の徴収は依然として行

う必要があり、現金の紛失や盗難など安全管理上の課題があるなど、教職員の

大きな負担となっています。 

 

【今後の方向性】 

学校における学校徴収金の徴収業務の負担軽減及び安全管理上の課題解決が

図れるよう、徴収・管理方法についての検討を行います。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

（５）新型コロナウイルスの感染拡大による影響を契機とする学校行事等の見

直し【新規】 

【現状】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、運動会や文化祭などさまざまな学

校行事が変更または中止となっています。また、これを契機として校務の進め

方も変容を遂げています。 

 

実施（継続） 

実施 検討 



 

 

 

                       

２５ 

 

【今後の方向性】 

これまでの行事や校務の見直しについて、すべてを元に戻すのではなく、学

校が教育委員会と連携し、新たな視点で業務の見直しに取り組んでいきます。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

４．教職員の意識改革 

働き方改革を推進していくために、管理職のマネージメント強化ととも

に、教職員一人ひとりの働き方改革に向けた意識の醸成を行います。 

 

（１）働き方改革に向けた管理職のマネージメント強化【継続】 

【現状】 

学校現場において、働き方改革を加速させていくためには、学校運営を担う

管理職のマネージメントが非常に重要となります。 

 

【今後の方向性】 

学校長及び教頭が率先して働き方改革に取り組み、働き方改革に向けたマネ

ージメントが十分に発揮できるよう、ワーク・ライフ・バランスを含め、働き

方改革の視点を盛り込んだ研修等を実施します。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

（２）勤務時間の把握（セルフマネジメント）【継続】 

【現状】 

 労働者の勤務時間管理は、労働法制上、校長や教育委員会の責務とし、管理

実施（継続） 

見直し・実施 



 

 

 

                       

２６ 

 

方法については、勤務時間を客観的に把握することが求められており、現在Ｉ

ＣＴの活用により、把握に努めています。 

 

【今後の方向性】 

教職員の出退勤時間の把握については、勤務時間を意識した働き方改革を進

める上で、本人及び管理職が勤務状況を把握できることが重要です。また、労

働安全衛生の管理面からも勤務実態を把握することは必要不可欠です。 

あわせて「持ち帰り仕事」の調査について継続的に実施し、長時間勤務の改

善に努めていきます。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

（３）ストレスチェックによるラインケア（※2）の充実【継続】 

【現状】 

 現在、全教職員を対象にストレスチェックを実施し、結果を各個人に通知す

るとともに、メンタルヘルス不調のリスクの高い教職員への面接指導を実施

し、ストレスの軽減に向けた取組を進めています。また、ストレスチェックの

結果を職場環境の改善につなげるため、学校ごとに集団分析を実施し、分析結

果を踏まえた研修を管理職向けに実施しています。 

 

【今後の方向性】 

引き続き、全教職員を対象に年 1回ストレスチェックを行い、結果を各個人

に通知するとともに、希望に応じて面接・指導を実施します。また、各学校で

職場環境の改善につながるよう、分析結果の活用を推進し、ラインケアを充実

させていきます。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

実施（継続） 

実施（継続） 



 

 

 

                       

２７ 

 

注：（※2）「ラインケア」とは、一般的に職場のメンタルヘルス対策において、部長・課長

などの管理監督者が直属の部下にあたる労働者へ、個別の指導・相談や職場環境改善を行う取

組のことです。管理監督者は、部下の状況を日常的に把握し、具体的なストレス要因の評価や

その改善を図ることが可能な立場にあるため、職場環境の把握と改善、働く人からの相談への

対応といった行動が求められます。ラインケアは、メンタルヘルスケアの要であり、管理監督

者がこれを適切に実行できるよう、事業者が教育、研修、情報提供を行う必要があります。 

 

 

（４）働き方改革の意識啓発・研修等の実施【継続】 

【現状】 

働き方改革を着実に推進していくためには、その必要性を十分に認識し、教職

員自らが率先して意識改革に取り組む姿勢が必要です。そのためには、効果的な

研修等の実施が必要となります。 

 

【今後の方向性】 

 心身ともに健全で働きやすい職場づくりを推進するため、働き方改革に対す

る意識啓発を図っていきます。 

また、教職員自らが今の働き方を見つめ直し、時間外勤務時間を削減し、ワ

ーク・ライフ・バランスを意識した働き方の実現に向けて取り組んでいけるよ

う、管理職だけでなく、教職員を対象とした働き方改革に係る研修を行いま

す。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

５．国の動向をふまえた取組 

 国が示す方針等を踏まえた取組を実施します。 

 

（１）部活動の地域移行【新規】 

【現状】 

 中学校等の部活動は、これまで生徒のスポーツや文化芸術に親しむ機会を確

実施（継続） 



 

 

 

                       

２８ 

 

保し、生徒の自主的・主体的な参加による活動を通じて、達成感の獲得、学習意

欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するとともに、自主性の育成にも寄与す

るものとして、大きな役割を担ってきました。一方で、少子化の進行や教員不足

により指導ができない状況もあり、近年、持続可能性という面で部活動をめぐる

状況は厳しさを増しています。 

そのような中、国は、「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」を

示すとともに、「令和５年度以降、休日の部活動の段階的な地域移行を図るとと

もに、休日の部活動の指導を望まない教師が休日の部活動に従事しないことと

する」ことを明示しました。 

さらに、国は、令和４年６月には運動部活動の地域移行に関する検討会議にお

いて、同年８月には文化部活動の地域移行に関する検討会議において「提言」を

取りまとめ、休日の部活動の地域移行を令和７年度末までに概ね達成するとい

う目標時期や具体的な方策を示しました。 

 

【今後の方向性】 

 本市における今後の部活動のあり方については、「（仮称）部活動地域移行

推進協議会」において協議していきます。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

（２） 部活動休養日の設定【継続】 

【現状】 

 平成 30年 3月にスポーツ庁が示した「運動部活動の在り方に関する総合的

なガイドライン」や平成 30年 12月に文化庁が示した「文化部活動の在り方

に関する総合的なガイドライン」では、成長期にある生徒が、運動、食事、休

養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、週当たり 2日以

上の休養日を設けるなど、適切な休養日や活動時間の設定が求められており、

「藤沢市の部活動の在り方に関する方針」において週当たり２日以上の休養日

の設定等を定めています。 

 

 

検討・実施 



 

 

 

                       

２９ 

 

【今後の方向性】 

引き続き、成長期にある生徒の生活バランスと教員の負担軽減の両面から部

活動休養日を設定します。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

（３）部活動指導員制度の実施【継続】 

【現状】 

 部活動は、生徒にとってスポーツや文化等に親しむとともに、体力や技術の

向上以外にも、責任感や連帯感の涵養等に資する重要な活動です。しかしなが

ら、中学校教員にとっては長時間勤務の大きな要因ともなっており、また、実

技経験がない中で顧問を任されるなど、精神的にも大きな負担となっていま

す。そのような状況において、部活動に対する教師の負担軽減に大きな役割を

果たす部活動指導員を配置しています。 

 

【今後の方向性】 

各学校において、教員の負担度合や専門性等を踏まえ、学校の教育方針を共

有した上で、部活動の実技指導等を行う部活動指導員制度を継続し、部活動指

導員のさらなる配置に向けて引き続き関係機関に働きかけます。なお、今後は

部活動の地域移行の取組を検討していく中で並行して本制度の継続等について

検討していきます。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

 

 

実施（継続） 

実施（継続） 



 

 

 

                       

３０ 

 

（４）教職員が担う業務等の精選・見直し【継続】 

【現状】 

 文部科学省より発出された「学校における働き方改革に関する緊急対策」で

は、学校における業務改善について、①業務の役割分担・適正化を着実に実行

するために教育委員会が取り組むべき方策と②教員が専門性を発揮できる業務

であるか、児童生徒の安全安心にかかわる業務であるかなどの観点から、【基

本的には学校以外が担うべき業務】【学校の業務だが、必ずしも教師が担う必

要のない業務】【教師の業務だが、負担軽減が可能な業務】の 3つに分類し

て、学校及び教職員における業務の役割分担・適正化を図ることとしていま

す。 

 

【今後の方向性】 

引き続き、国の通知内容を考慮し、改めて教職員が担う業務等の精選・見直

しについての検討を行うとともに、職員へ周知します。また、広く市民へ理解

を促し、協力を要請します。 

 

【取組スケジュール】 

2023（Ｒ5） 2024（Ｒ6） 2025（Ｒ7） 2026（Ｒ8） 2027（Ｒ9） 

 

 

 

    

 

 

（参考）文部科学省通知による業務３分類 

 

【基本的には学校以外が担うべき業務】 

①登下校に関する対応 

②放課後から夜間などにおける見回り、児童生徒が補導された時の対応 

③学校徴収金の徴収・管理 

④地域ボランティアとの連絡調整 

 

【学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務】 

⑤調査・統計等への回答等（事務職員等） 

⑥児童生徒の休み時間における対応（輪番、地域ボランティア等） 

⑦校内清掃（輪番、地域ボランティア等） 

⑧部活動（部活動指導員等） 

検討・試行・実施 



 

 

 

                       

３１ 

 

【教師の業務だが、負担軽減が可能な業務】 

⑨給食時の対応（学級担任と栄養教諭等との連携等） 

⑩授業準備（補助的業務へのサポートスタッフの参画等） 

⑪学習評価や成績処理（補助的業務へのサポートスタッフの参画等） 

⑫学校行事の準備・運営（事務職員等との連携、一部外部委託等） 

⑬進路指導（外部人材との連携・協力等） 

⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応（専門スタッフとの連携・協力等） 

 



 

 

 

                       

３２ 

 

Ⅹ 基本方針の進捗管理 

 基本方針の進捗管理については、学校関係者ならびに教育委員会関係課で構

成する「藤沢市立学校 働き方改革推進委員会」（以下、推進委員会）の中で、

実施事業についての進捗管理、評価を行い、必要に応じて次年度以降に見直しを

行っていきます。 

 また、検討段階の事業については、推進委員会の中で協議し、必要に応じて具

体的な取組を検討するワーキンググループを設置し、柔軟に対応することで、早

期実施を目指します。 

 

 

 

＜推進体制＞ 

藤沢市立学校 働き方改革推進委員会 委員構成 

 № 選出区分 

 1 藤沢市立小学校長会代表 

 2 藤沢市立中学校長会代表 

３ 藤沢市立小学教頭会代表 

４ 藤沢市立中学教頭会代表 

 5 藤沢市立小学校教員代表 

 6 藤沢市立中学校教員代表 

 7 藤沢市立小学校事務職員代表 

 8 藤沢市立中学校事務職員代表 

 9 藤沢市教育委員会 教育部長 

10 藤沢市教育委員会 教育総務課長 

11 藤沢市教育委員会 学務保健課長 

12 藤沢市教育委員会 教育指導課長 

 

 

事務局 

 № 課  名 

 1 教育総務課 

 2 学務保健課 

 3 教育指導課 
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